
平成２１年度熊本県太陽光発電システム設置補助金募集要項 

 

１．趣旨・目的  

  太陽光発電システムを導入しようとする県内の事業所等に対して補助を実施すること

により、県内企業及び太陽光発電関連産業の振興と太陽光発電の普及啓発によって、太

陽光発電をはじめとした地球温暖化を防止することを目的とする。 

 

２．補助対象事業  

１０kw 以上の産業用太陽光発電システムの設置に係る事業費が補助対象となります。 

ただし、中古品の設置導入については、補助対象外とします。 

また、補助金の交付にあたっては、普及啓発事業も併せて行うことを要件としますが、

普及啓発事業の経費は補助対象外とします。 

 

３．補助対象者  

 １０kw 以上の産業用太陽光発電システムを設置しようとする県内事業所等で、以下に

該当しない事業所等を対象とします。 

 ・自治体、公的団体（独立行政法人、国立大学法人等） 

 ・県が適当でないと認めた事業所等 

 

４．補助金額及び補助率等  

・ 予   算  １億５千万円 

 ・ 補 助 率  補助対象経費の１／４以内 

 ・ 補助限度額  １，０００万円 

 ・ 特 例 要 件  以下の要件に該当する場合は、補助率を１／３以内、 

限度額を３，０００万円に拡充します。 

（１）県内製の太陽光パネルを設置した場合 

（２）熊本県中小企業振興条例の基本理念に則り、設置事業所等が、

県内の中小企業を直接の工事の発注先とする場合 

 ・ 補助率上限  他の補助制度との併用も可能としますが、県と合わせた合計の補助

率は、２／３を上限とします。 

 

 

 

 

 

 



５．その他の要件  

 県から補助を受けた事業所等は、太陽光発電システム設置完了後に、「くまもとソー

ラーパーク」に認定するとともに、太陽光発電の普及啓発活動にも継続的に協力してい

ただくことを要件とします。 

※「くまもとソーラーパーク」・・・10kw 以上の太陽光発電システムを導入し、かつ一

般からの見学受け入れなど、普及啓発を行っている事業所等を認定。現在 26事業所。 

 

６．補助対象経費について  

補助対象経費  

事業 

区分 

 

経費区分 内   容 備 考 

設計費 

太陽光発電システムの設置事業に必

要な機械装置等の設計費（耐震設計

のボーリング調査など、耐震等調査

費を含む） 

・事前調査費等は対象外 

・計画書作成のための基本設計費

は対象外 

購入費 

太陽光発電システムの設置事業に必

要な機械装置等の購入、製造、又は

据付等に必要な経費 

・土地の取得及び賃借料は対象外 

工事費 

太陽光発電システムの設置事業の実

施に必要不可欠な配管、配電等の工

事に必要な経費 

・建屋は対象外 

・既設構築物の撤去は対象外 

・工事の諸経費は工事費で整理 
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その他経費 

その他、太陽光発電システムの設置

事業を行うために直接必要なその他

の経費。電力負担金、管理費（完成

検査のための職員旅費等）等 

・県や業者との打合せのための旅

費は対象外 

・振込手数料は対象外 

・通信運搬費・消耗品は対象外 

 

  ※適用補助率や経費の算定にあたり、補助対象事業を複数企業へ分割発注する場合、補

助対象事業金額のうち、県内中小企業が受注した部分のみに特例要件を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 



７．公募期間と交付決定  

公募期間は、平成２１年７月６日（月）～平成２１年８月３１日（月）１７時 

とします。 

公募期間終了後、申請書の内容が交付要件等を満たしているかを審査し、予算の範囲

内で交付決定を行います。先着順ではありません。 

なお、補助金の対象となるのは、交付決定日（交付決定の通知の日付）以降の事業で

すので、交付決定以前に太陽光発電システムの設置を行った場合などは、対象外となり

ますのでご注意ください。 

 

８．計画変更・中止  

 交付決定を受けた後、実施計画を変更・中止する場合は、県へ連絡していただき、県

からの指示に従ってください。計画変更により、補助対象経費が増額となった場合でも

補助金額の増額は認められません。 

 

９．完了報告と実績報告  

システム設置工事が終了し、補助対象経費の支払いが完了した時点で、事業の完了と

なります。システム設置工事の完了＝事業の完了ではありませんので、ご注意ください。 

代金の支払いは、金融機関からの振込によって行ってください。 

当該補助事業が完了した場合は、別に定める実績報告書を事業終了後３０日以内ある

いは平成２２年３月１５日までに提出してください。 

 

１０．補助金額の確定と支払い  

 実績報告書の提出を受けた後、県が書類及び現地の調査（確定検査）を行って、内容

を審査したのち、補助金額の確定を行います。 

 補助金額の確定通知を県から受け取った後に、精算払請求書を提出していただき、そ

の後補助金の支払いとなります。 

 

１１．罰則規定等  

万一、各規定に違反する行為が判明した場合は、補助金が交付されなかったり、交付

後に判明したした場合は返還していただきます。 

 


